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第４６回水資源機構契約監視委員会 審議概要

開 催 日 及 び 場 所 令和２年１月２７日（月） 機構本社 会議室

篠原煜夫（弁護士）、毛利栄征（大学教授）、清水義彦（大学教

委 員 授）、山梨恵子（水資源機構監事）

１．令和元年度上半期の１者応札の状況について

２．令和元年度上半期における１者応札・１者応募に関する点検

について

審 議 事 項 ３．令和元年度上半期における随意契約に関する点検について

委 員 機構事務局

１．令和元年度上半期の１者 ・入札不参加者への聞き取 ・機構で入札公告したものを業者の

応札の状況について りの中で、準備ができてい 方は確認して、それぞれが入札に参

２．令和元年度上半期におけ ないとか、見積りが間に合 加するか否かの判断をされていると

る１者応札・１者応募に関す わないというコメントを確 思います。公告にあたっては、申請

る点検について 認しているようだが、公告 書締め切りまでに平日だけでも１０

の時期を早めるなどして 日以上とっています。公告の時期を

も、改善の余地は無かった 早めても、業者がどのタイミングで

のか。 見るかはわかりませんので、解消で

きるかどうかお答えすることが難し

いと思われます。

・公告を見るタイミングが ・メールマガジンというものがあ

あるから、間に合う、間に り、登録をしていただければ公告内

合わないということが出て 容を自動的に受け取れる仕組みがあ

くると思うが、改善する余 りますが、現在登録率は５０％程度

地があるのか無いのか。 となっています。この率を上げるこ

とにより公告情報を自動的に入手で

きますので、多少の改善は望めるか

と思います。

・Ｈ３０の上半期に比べ ・工事について言うとすべてにおい

て、Ｒ１の上半期の１者応 て上昇しており、設備系は件数もか

札率がかなり増えているよ なり増加しています。特に電気設備

うだが、分析はしているの 系は参加を制限するような内容は無

か。 かったと整理していますが、業者か

らの聞き取りによりますと、自分の

ところの技術者のスケジュールが合

わない、対象となる機器の手配がで

きないなど業者の都合による部分が

多かったのかと思います。また、今

までとかなり傾向が違うのは、土木
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工事は総件数が増えているわけでも

ないのに１者応札が増えている。特

に土木工事がかなり増えているのが

一番気になるところです。

・技術者不足ということだ ・資格要件については、技術士や１

が、要求する内容に合致す 級或いは２級施工管理技術士くらい

る技術者がいない、高度な まで広げてきていますので、あまり

技術者を要求しているとい 高い技術者を要求しているとは思っ

うことなのか。 ていません。また、前回の委員会の

中で、どういう技術者が不足してい

るのかご質問をいただきましたが、

そもそも１者応札になった案件です

ので、手を挙げてこなかった社に確

認することができないことから把握

するのが難しい状況です。

・資格要件について、今ま ・極力間口を広げて、厳しくならな

で緩和する方向でやってき いよう設定していると認識していま

ており、これ以上は広げら すが、近年の災害対応やオリンピッ

れないと思うが、一方では ク需要など公共事業がすごい勢いで

１者応札ばかりが問題視さ 伸びており、絶対的に技術者や従事

れ、質を確保するというこ 者の数が足りていない状況を考える

とが損なわれたら元も子も と今の時期では限界に来ていると考

ないと感じるが、どのよう えます。

に考えているか。

・もう少し競争参加申請手 ・書類が多くて大変という評判のあ

続きについて、簡素化でき った時期もありましたが、今は大分

ないものか。県などと比べ 改善されたと思います。そういうご

ると申請書類の作成に手間 意見も参考にさせていただきなが

がかかることから、２つの ら、改善を図って参りたいと思いま

仕事を比べられると敬遠さ す。

れてしまうと思う。Web
か何かを使って、全部クリ

ックで済むような簡素化を

図っていくことなどを考え

ていかないと、今後ますま

す大変な状況になっていく

と思う。

３．令和元年度第上四半期に ・パイプラインですとか機 ・通常の管理を行っている中で漏水

おける随意契約に関する点検 械設備で緊急的な対応をし が発生し、緊急対策工事を行ったも

について たとのことだが、更新・改 のです。
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修計画に基づいてのトラブ

ルなのか、それとも突発的

な事象なのか。

・耐用年数が経過した施設 ・そういう施設は、定期的にストッ

には何らかの障害が出てく クマネジメント調査ということで、

ると予測できそうな気がす 調査を実施しながら施設を管理して

るが、そのあたりはどのよ きていますが、限られた予算の中で

うに考えているのか。 実施してきており、事前に対応する

ことが難しく、実際に発生したとき

に対応するというのが今できる対策

となっています。

○問い合わせ先

埼玉県さいたま市中央区新都心１１番地２

ランド・アクシス・タワー内 電話 ０４８－６００－６５００

水資源機構契約監視委員会事務局

技術管理室契約企画課長 宮前 武利（内線 2251）
技術管理室技術調査課長 松尾 誠（内線 4631）


